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国際財政学の課題 と方法についての一考察

-メンデ ス 『国際 財政 学』 に よせ て-

樋 口 均

世 界 経 済 の構 造 変 化一 パ ック ス ・ア メ リカ ー ナ の 崩 壊 と経 済 的 相 互 依 存 の 深 ま り の

進 行 の なか で,さ ら に は そ れ に 「冷 戦 後 」世 界 とい う規 定 性 が くわ わ る な か で,世 界 体 制 維

持 コス トの分 担 を 内 実 と した 「財 政 国 際 化 」 トレン ドが,財 政 政 策 の国 際 調 整,湾 岸 戦 費 分

担,対P支 援 分 担 な ど新 た な様 相 を と もな い つ つ,顕 著 な展 開 を み せ て き た 。 一 方,学 の世

界 で は,こ れ を対 象 と した 研 究 は立 ち 遅 れ て きた が,「 ミネ ル ヴ ァの 桑 は 黄 昏 と と もに 飛 び

立 っ 」 風 に最 近 に な っ て,一 つ の,あ る意 味 で体 系 的 な研 究 が 出 現 した 。 メ ン デ ス 『国 際 財

政 学 』(1992年)で あ る1)2)。本 稿 は,メ ソデ ス の所 説 を 批 判 的 に検 討 し な が ら,国 際財 政 学

の課 題 と方 法 に つ い て,若 干 の 考 察 を して み よ う とす る も の で あ る3)。

DMendez,R.P.,癬2γ ηα彦肋 αZPπbあδ.F伽 η6ε=AN脚P殉)8c蜘 εoη α 吻ZRθ ㈱o箆s,New

York,OxfordU.P.,1992.

2)日 本 にお いて も,貝 塚啓 明 ・石弘光 ・野 口悠紀雄 ・宮島 洋 ・本間正 明編 『シ リーズ現代 財 政4

グ ローバ ル化 と財 政』(有 斐 閣,1990年)が で た。 と くに第1章 「国際 化 視 点 と財政 」(石 弘光

稿)は,財 政 国際 化 を,国 際公共 財 と国 際課税 とい う二つ の問題 領域 につい て総論 的 に論 述 して

い る。 また,林 健 久 『福 祉 国家 の 財政 学 毒(有 斐 閣,1992年)と 林 健久 ・加 藤 栄 一編 「福 祉 国家

財政 の国際比 較』(東 京大 学 出版 会,1992年)も,財 政 国際化 の研究 に と って示 唆 的 な論 述 を含

んでい る。

3)本 稿 は,拙 稿 「『財 政国 際化』 概念 につ いて」(『信州 大学 教養 部紀 要』 第24号,1990年,所 収)

へ の追補 で あ る。

1

メ ン デ ス 『国 際 財 政 学 』 の 目的 は,国 際 財 政 の 理 論 を 開発 す る こ と,そ し て 国 際 財 政 の デ

ィ シ プ リン とシ ス テ ム を 開 発 す る こ とで あ る 。執 筆 動 機 は,世 界 が直 面 す る主 要 な問 題 一

世 界 開 発 と地 球 環 境 の 問題 の解 決 に とっ て,国 際 財 政 の 理 論 とシ ス テ ム が決 定 的 に重 要

で あ る に もか か わ らず,こ れ が 欠 如 し てい る とい う こ と,つ ま り,既 存 の財 政 学 文 献 は も っ

ぼ ら 国 民 国 家 と そ の 地 方 政 府 の レ ベ ル の財 政 を 扱 っ て お り,国 際 的 レベ ル の財 政 に つ い て

「理 論 的空 白」 が あ る とい うこ とに あ る。 この 「空 白」 を埋 め る こ とが メ ン デ ス の 目 的 に ほ

か な らな い。

む ろ ん 「空 白 」 とい って も,財 政 の 国 際 的側 面 や 国 際 財 政 に言 及 した 研 究 が ま った く なか

った とい うわ け で は な い 。 メ ン デ ス の研 究 史 的 整 理 に よ る と4),マ ス グ レ イ ブ 『財 政 シ ス テ

ム』(1969年)5)は,世 界 的規 模 の 所 得 分 配 の 不 平 等 に注 目 し,「 人 道 的 関 心 の論 理 は富 裕 国

の 国 境 で と ど ま りえ な い 」,「国 際 的再 分 配 」 問題 の有 効 な解 決 の構 想 は 「将 来 の 国 際 財 政 シ

ス テ ム の主 要 な 任 務 に な る」 とい う指 摘 を含 んで い た 。 しか し,そ う した 「国 際 財 政 シ ス テ
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ム」のアウトラインを描くまでにはいたらなかった。また，マスグレイブとジャレットの論

文「国際的再分配」（ユ979年）6＞も，一人当り国内総生産のデータにより，世界各国問および

各国内の所得分配の不平等を示したが，解決方法はほとんど議論しなかった。

　さらに，マスグレイブ夫妻の『財政の理論と実際（第3版）s（1980年）7）は，「財政問題の・

最近の，最も興味ある諸相の一つは，匡際面でのその役割に関するものである。伝統的に一

国財政の範囲内でのみとり扱われてきた問題の多くについて，その応用が，すなわち国際貿

易，資本フロー，国連など国際組織，南北問題，への応用がますます重要になっている」と

し，「国際的再分配」にとどまらない問題領域を示唆した。しかし，国際財政の議論は，ア

メリカの国民と企業にとっての財政的含意という観点からの限られたものであった。そして，

ローゼソ『財政学（第2版）』（1988年）8）は，国際財政問題にふれたその他唯一の財政学教

科書であり，最終章で，世界的観点からみて公共的である財や，また外部性，独占，所得分

配が国際的広がりをもっことに，簡単に言及している。しかし，「世界的な政府は存在しな

い」という論拠により，国際財政のさらなる議論をやめ，あとはアメリカの観点から国際財

政問題を扱っている。

　この点に関連してメンデスはいう。「財政学者が国民国家を超えて見ることができないの

は，あるいはそれを拒否するのは，本格的な世界政府の不在から発しているように思われ

る」。課税権と税法の執行権をもつ世界政府が存在しないことはあきらかである。しかし

「政府と法の支配は程度の問題」であり，一一定の収入徴収システムは，国連，IMF，世銀，

ECなどの国際組織や政府間組織において，すでに存在する。国際財政の問題領域は存在す

るというわけである。

　ところで，メンデスが研究史のなかで，「限界はあるにせよ，国際財政理論の最初の重要

な試み」として，最も評価するのは，ドーサーの論文「国際財政の理論に向けて」（1963

年）9）である。ドーサーは，マスグレイブが整理した財政3機能（資源配分，所得再分配，

経済安定）を国際面に応用した。すなわち，資源配分機能をWHOやNATOなどによる集

合的サービス供給に，再分配機能を世銀グループや「国連技術援助」の業務に，安定機能を

IMFの業務に，それぞれ当てはめた。メンデスは，このアプローチは直感的に妥当である

と評価する。当の主題を特定の国の観点からではなく国際的観点から見ようとしているから

である。

　だが，このアナロジーは，表面的かつ不完全だという。たとえば，WHOやその他国連諸

機関の援助計画は「社会財」を供給しているといえるが，NATOは地域軍事同盟であり，

ワルシャワ条約機構諸国など加盟国以外の諸国には利益がなかったとか，固定留場システム

の維持は経済安定機能だったが，価格と雇用の安定はIMFの主要機能ではなかったとか，

IMFは支援の条件として「引締め」を要求するが，それは財政の安定機能に反する高失業

をひきおこすとか，国連技術援助は一定の分配機能をはたしているけれども，諸国家への

「税」（「強制的要素は国際世論である」）という議論は，不正確であり，資金供与は自発的

拠出にもとづいており，かつフリーライディングにより妨げられるとか，資金の移転は，一

国財政を基準にすれば，また流産したNIEOの基準（「第3世界」が工業生産の25％を占

めるようにする資源再配分を要求）をとれぽ，非常に小さいとか，である。

　しかしメンデスは，このようにドーサーの所説は不正確だとしながらも，基本的にはこの
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方法，すなわち財政3機能の国際面への応用という方法を高く評価し，これを自己の「国際

財政の理論とシステム」の方法として継承しているのである。これがメソデスの国際財政学

の方法といっていい。この方法の検討はのちにおこなうが，実際，本書は，その中心をなす

第II部「なぜ財政か。概観と国際面への応用」において，資源配分機能を第4章「市場の失

敗フリーライダー問題，公共財，外部性」と第5章「市場の失敗競争の破壊，不完

全市場，情報の失敗」で，所得再分配機能を第6章「貧困の軽減と分配の公平」で，経済安

定機能を第7章「経済安定と調整」で，それぞれ国際面に応用する試みをおこなうという展

開構成をとっているのである10）。そして第H三部「国際公共行財政のパターンの変化」で，国

際財政の歴史的考察をおこなっている。そこで以下，メンデスがどのように一国基準の既存

の財政原理（財政3機能）を国際面に応用しているのか，また国際財政の歴史的考察からな

にを抽出しているのか，を検討することにしよう。

4）Mendez，　op．　cit．，　pp．36－39．以下，本書からの引用ページの注記は，煩環をさけるため省略す

　る。

　　なお，この研究史的整理はき『わめて不十分である。旧西ドイツでは，かなり早くから財政の国

　際的側面や国際財政に注目する研究があった。Schmolders，　G．，　Finanzpolitik，1955（山口忠夫

　訳『財政政策』東洋経済新報社，1957年）やHandbuch　der　Finanzwissenschaft，　Zweite　Auf1．

　Band　IV，1965（いわゆる『財政学全書』）である。アメリカでもバードン・シェアリングの研究

　があった。Schelling，　T．　C．，“lntemational　Cost－Sharing　Arrangements，”in、Essのys　in　lnterna－

　tional　Finance，　No．　24，　Princeton，　N．　」．，　1955．　Kravis，　1．　B，　and　Davenport，　M．　W．　S．，　“Political

　Arithmetic　of　lnternational　Burden－Sharing．”　Journal　of　Political　Economy，　Vol．　71，　No．　4，

　1963．　Pincus，　J．，　Economic　A　id　and　lnternational　Cost　Shan’ng，　Ba｝timore，　Johns　Hopkins　Pr．，

　1965．などである。研究史的整理については，いずれも完全とはいえないが，坂井昭夫『国際財

　政論』（有斐閣，1976年），広田司郎『マルクス経済学全書14　財政学』（同文館，1977年），樋口

　・前掲論文を参照されたい。

5）Musgrave，　R，　Fiscal　Systems，　New　Haven，　Yale　U．　P．，1969（木下和夫監修・大阪大学財政研

　究下訳『財政組織論』有斐閣，1972年）。

6）　Musgrave，　R．　and　Jarrett，　P．，　“lnternational　Redistribution．”　Kyklos，　Vol．　32，　fasc．　3，　1979．

7）　Musgrave，　R．　and　Musgrave，　P．，　Public　Finance　in　Theo7y　and　Practice，　3rd　ed．，　New　York，

　McGraw－Hill，　1980．

8）　Rosen，　H．　S．，　Public　Finance，　2nd　ed．，　Homewood，　III，　lrwin，　1988．

9）　Dosser，　D．，　“Toward　a　Theory　of　lnternational　Public　Finance”　Kykos，　Vol．　16，　No．　1，　1963．

　もっとも，本論文における財政3機能の国際面への応用は，はしがき部分でアイディアが提示さ

　れている程度であり，詳論されているわけではない。

10）本書は，序文と「出現」（国連で砂漠化問題「行動計画」の財源研究をした経験についての小

　文）を別にして，4部14章からなっている。第1部「前途多難な道」は，全体の概観と研究史，

　第II部「なぜ財政か。概観と国際面への応用」は，財政の理論と実際（市場の失敗，分配の公平，

　経済安定，政治過程），その国際面への応用，第III部「国際公共行財政のパターンの変化」は，

　国際公共行財政の起源と歴史的発展，現行パターン，第IV部「国際財政システムの諸構成要素」

　は，国際課税，世界共有財産，マクロ経済措置など，国際財政システムの構想ないし提言，とい

　う構成である。本稿の検討対象は1，II，　III部であるが，筆者の関心にしたがった検討であり，

　すべての内容を紹介するものでないことはいうまでもない。
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互1

　まず，資源配分機能について。マスグレイブ的財政学教科書にしたがって，それは「市場

の失敗」から生じるという。いいかえると「国民国家に普遍的に存在する財政は市場の欠陥

から生じる」というわけ’である。すなわち，①完全競争と純粋私的財の理論的世界では，自

己利益で動く個人と企業の行動は，経済を「パレート効率」均衡の状態（いかなる資源再配

分も少なくとも他の誰か一人を悪くすることなしには誰も良くすることはできない状態）に

導くが，②現実世界においては「市場の失敗」が経済効率の改善のための政府活動を必要と

する，という理解である。

　それでは「市場の失敗」とはなにか。それは，公共財の供給の失敗，外部性をもつ財の存

在，独占の出現，不完全市場ないし非実在市場，情報の失敗，として現われる。これら市場

の失敗は，経済非効率をもたらし，経済における政府の役割の主たる根拠をなす。そして

「国民国家において政府活動を要求する市場の失敗その他の欠陥は，国際面においても存在

する」。国際面でも「民間のインセンティブが十分に対処でぎないギャップを埋める類似の

必要が存在する」。財政の必然性と同様，国際財政の必然性も「市場の失敗」にあるという

のである。

　だが，財政の必然性をどう理解するかは，経済学の方法にもかかわる大問題であって，さ

しあたりおくとしても，国際財政の必然性を市場の失敗にもとめることは疑問だといわなけ

れぽならない。

　国際財政の必然性を市場の失敗にもとめるということは，市場原：理にもとつく資本主義的

世界経済の発展のどの時代にも国際財政が存在しなけれぽならないということになるが，そ

して財政の必然性は国家の必然性でもあるとすると，国際財政の存在は「世界政府」の存在

を必然にするという理解にもなるが，現実には，圏際財政は世界経済の発展の特定の時代に

生じたし，世界政府はこんにちに至るまで成立していないのである。国際連盟や国連を世界

政府に準じるものとみなしたとしても，それは国際財政が生じた特定の時代でのことであっ

た。

　実際，メンデスe：一一一方でいう。「多様な国際公共制度の登場は，19世紀末に始まり，第二

次大戦後以降加速した。それは，グローバル社会の発展と，民間国際経済が対処できない，

ある種の世界公共財，プラスの国際的外部効果をもつ財の促進，マイナスの国際的外部効果

をもつ活動の規制，の必要性の認識の高まりとを示すものである」。また，第一次大戦後の

賠償問題を「国際財政の初期の形態」だとも指摘している。近代財政がたんに市場の失敗か

ら生まれたわけではないのと同様，国際財政もたんに市場の失敗から生まれたわけではない。

国際財政が世界経済の発展の特定の時代に生じたということは，その特定の時代の世界経済

の特質から国際財政の必然性を説明しなけれぽならないと考えられるのである。

　さて，メンデスは，市場の失敗の現われのそれぞれについて，その概念を説明し国際面へ

の応用を試みているが，ここでは公共財の国際面への応用についてだけみておこう。

　公共財について，メンデスは，スミスの「主権者（sovereign）の三つの義務」　　国防

・司法・一定の公共土木事業と公共施設の維持一一を公共財の古典的モデルだとし，この3

種類の公共財は，国際領域においても類似体（analogues）をもっという。たしかに，この
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三つは，近代国家であれ現代国家であれ，あるいは戦争国家であれ福祉国家であれ，どんな

国家でも体制維持のために最低限おこなわなけれぽならない国家の基本的な任務であるとい

っていい。メソデスがまずこの三つについて国際面での類似体をもとめたことは妥当な方法

だと考えられる。国際社会も一つの社会であるかぎり，なんらかの体制維持の装置をもつこ

とになると想定しうるからである。

　第一に，国防。国防は，スミスの「主権者の第一の義務」であるが，メンデスは，教科書

どおり，それは「非競合」（nonrivalness）と「非排除」（nonexdudability）の両性質をも

つ純粋公共財であり，その公共利益は安全だとし，国際面の類似体として，NATOやワル

シャワ条約機構，バックス・ロマーナとバックス・ブリタニカ，「世界防衛」，国連平和維持

機能，をあげている。

　国防の厳密な国際的類似体は，外部宇宙からの攻撃に対する「世界防衛」であるが，その

脅威はいまのところ存在しない。したがって「世界防衛」形態は存在しない。NATOやワ

ルシャワ条約機構など地域軍事同盟は，攻撃された場合は「防衛」の形で，その抑止効果を

つうじ平和の形で，加盟国に対し公共財を供給する。それは「国際的」だが，一定地域の防

衛を企図するものであり，「地域」公共財である。しかし，それはまた，相互に，そして非

加盟国に，負の外部効果を課す。国際緊張，資源の浪費，核戦争の危険は，勢力均衡を危険

なゲームにする。

　バックス・ロマーナとバックス・ブリタ日向については，この体制が世界平和を維持する

公共財だったと主張する歴史家がいるが，維持された平和は普遍的ではなく，ローマ帝国の

場合は地域的であり，英帝国の場合は選別的（公海上と植民地の一部）であった。そして両

方とも他者に相当の犠牲を強いた。帝国主義は，戦争，反乱，革命，搾取，抑圧を必然的に

ともなう。外見的平和の利益が，これら諸状況を上回るかどうか疑問である。メンデスは，

これら体制を国際公共財だとする見解に懐疑的である。一方，なぜかバックス・アメリカー

ナについては，しぼしばこの体制が国際公共財だとされるにもかかわらず，一言もふれてい

ない。前二者と同様，おそらくこの体制により維持された平和は普遍的ではなかったと考え

るのかもしれないが，この体制が国際公共財であったかどうかは別にして，世界体制維持コ

ストの問題は，国際財政の本質にかかわる問題領域だといわなけれぽならない。

　メンデスは，国防の最も現実的な国際的類似体は，非排除的ですべての国に利益を与える

平和維持システム（戦争を防止し，かつ戦争を終結させることを目的としたシステム）であ

り；国連の平和維持機能は，プリミティブな形態だが，そうしたシステムであるという。国

連は，世界で最も普遍的な国際組織であり，これまでのところ世界政府に最も近い制度であ

る。国連の平和維持機能は，調停，裁定，その他非公式の外交的介入，をとおしての紛争の

平和的解決を含む。平和的解決が失敗すると制裁が課される。安全保障理事会の決議は強制

的でありうるし，現在のところスミスの主権者に最も類似した5大国のバックと潜在的軍事

力をもつ。国連総会の決議は勧告的だが，国際世論の重みをもつ。国連「平和維持軍」の軍

事行動は，これまで主に間接的（停戦・休戦・撤退の監視や監督）であったが，平和と秩序

の回復および戦前の原状回復のために軍事力の使用を含む，より直接的な「警察」活動もお

こなった。クウェート侵攻後のイラクに対する軍事行動は，安保理が，国連憲章で期待され

た方法で，すなわち5大国の全面的後押しないし少なくとも異議なしで，軍事行動を命令し
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た初のケースであった。

　メンデスは，普遍主義ないし国連主義の立場である。この立場からは，NATOに代表さ

れるアメリカ主導の対社会主義の共同防衛にともなう国際財政問題は「地域」財政問題とな

り，国防の国際的類似体は，「世界防衛」が存在しない以上，普遍的な国連の平和維持シス

テムだということになる。だが，国連の平和維持システムは，国防の類似体というよりも，

世界の治安維持ないし警察である。冷戦体制期には，このシステムは有効に機能せず，アメ

リカが「世界の警察官」であった。「冷戦後」世界においては，湾岸戦争の戦費分担や旧社

会主義圏支援にみられるように，G7諸国が世界治安維持コストを分担する図式が出現して

いる。メンデスにおいては，対社会主義の共同防衛と国連平：和維持システムの関係や後者の

限界などが明確にされていない。

　第二に，司法。メンデスは次のようにいう。国連の平和維持軍事行動はまた，司法の分野

におけるスミスの主権者の責任に類似したものである。それは安保理の決定の実行を確実に

する形態である。司法システムは，国民国家のそれよりずっと遅れているが，国際司法裁判

所（「世界裁判所」）のうちに存在する。それは命令特権をもたないが，その決定は，あらか

じめその裁判権にしたがうことに同意した諸当事者を拘束しうる。国際司法裁判所，国際法

委員会，国連法律問題周などは，国際法の定式化，成文化，解釈，適用を支援する。国際法

は，許容しうる国際的行動様式を定義し法と秩序を助成する範囲で，「世界公共財」である。

世銀eIMFも，政府と民間企業の間の紛争を調停する用意があるという立場によって，ま

た債務支払遅滞：の政府への貸付を撤回することによって，契約の強制執行性を増進する役割

をはたす、

　第三に，公共土木事業と公共施設。スミスの「公共土木事業」（public　works）の国際的

類似体はまだないという。地域ハイウェイの始まり程度であり，パン・アメリカン・ハイウ

ェイが進んでいる（パソ・アフリカンとパソ・エイシアンは概念的段階）。国際公共事業の

先駆けは，通信衛星（INTELSATやCOMSATなど）にあるともいえる。静止衛星
軌道は国際公共財である。

　スミスの「公共施設」（public　institution）の類似体は，国連の諸機関（総会，安保理，

事務局，各種専門機関，途上国110以上の国連調整官ネットワーク，地域委員会など）・にみ

いだせるという。国連は，加盟国の関心や提案の表明の場や接触とコミュニケーションのネ

ットワークを提供することにより，すでに国際公共財の供給者である。確実で強制的な財源

調達システムがないにもかかわらず，である。数多くの専門機関は一国政府の技術官庁に類

似している。専門機関の業務の多くは，とくに国際協力，共通基準，情報の普及，の促進の

分野で，国際公共財をなす。

　これに対して，ブレトンウッズ諸組織（IMFと世銀）とGATTには普遍性という特徴

はない，という。非常に排他的な組織として出発した。第二次大戦中の「ポンド＝ドル」二

国間外交の結果である。加盟国を拡大してきたが，なお普遍的とはいえない。世銀とIMF

の貸付は世界公共財ではない。すべての国民に利用可能ではないし，量的に限られている。

その他の活動も同様である。支配強国の気にいらない国はイデナロギー的に制限され排除さ

れる。同じことはGATTにもいえる，と。メデンスは「公共施設」についても普遍主義の

立場から考察している。
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　所得再分配機能について。この機能も市場の失敗から生じるという。分配の公平は市場メ

カニズムから期待される結果ではない。パレート最適配分は，初発の賦与財産の分配パター

ンを反映する。すなわち，①富の分配は，相続した富の分配と個人の生涯の富の蓄積に依存

する，②報酬の分配は，技能・訓練・技能市場価格の，初発の分配に依存する。その結果と

しての所得・富・厚生の分配は，社会が公正と考えるものとは必ずしも一致しない。貧困の

問題と所得と富の不平等は，経済効率によっては提起できない。そこで所得と富の最適分配

は，現代財政理論の重要な一部となった，と。

　メンデスは，それは国際面にも当てはまるとし，まず利用可能なデータにより次のような

事実を提示する。所得分配は，各国間分配（intercountry　distribution）のほうが，国内分

配（intracountry　distribution）よりも，はるかに不平等である。先進国内の所得分配の不

平等の程度とLDC諸国内のそれとの差は，いわれるほど大きくはない。世界の不平等の主

要源泉は，各国間の所得の大幅な格差である。

　再分配についてみると，まず国内再分配は，あるデータ（再分配を反映して，低所得層は

プラスの純利益を受け，高所得層はマイナスの純利益を被るとして算出したデータ）によれ

ぽ，アメリカは上位15％層のマイナス純利益は平均当初所得の21．7％，イギリスでは同じ層

のマイナス純利益は平均租所得の28．2％であり，これによってその大きさの程度がわかる。

　一方，国際的再分配の主要手段は，ODAであるが，　OECD・DAC加盟国のGNP総

額に占めるODAの割合は，0．35％前後の狭い範囲内にとどまっている（国連総会とDAC

によって設定された0．7％目標の半分）。同加盟国は，世界最高の一人当り所得をもち，かつ

世界人口の14％を占めており，上のアメリカとイギリスの上位15％層にほぼ等しい。0．35％

の国際的再分配率は，米屋の国内再分配率に比べて，微小である。

　そこでメンデスは問う。なぜ国内再分配と国際的再分配とでこんなに極端な差がでるのか，

と。そしてまず分配の公平に関する諸説（パレート最適再分配論，費用・便益分析，倫理的

考察，功利主義，ロールズ説など）を検討する。

　諸説についての結論的な考察はこうである。「分配の平等の支持論は，一つの要因ではな

く，諸要因の組合せにもとづいている。哲学者と経済学者は，問題を論理的に扱おうとして

きたが，出てくる概念は，究極的には18世紀の経験主義者が『道徳感清』と呼んだものに訴

えるものである」。「財政の理論と政策からみて，社会の分配の公平は一国的に必要であると

いう道徳的コンセンサスが存在することはあきらかである」。「経済学者と哲学者は，再分配

が〈どのくらい〉おこなわれるべきかについてのコンセンサスに達しなかったが，実証経済

学は，アメリカやイギリスのような国のパターンについて，そのおよその規模を与えている。

国際的な再分配の規模は，一国の再分配の規模に比べて非常に小さい」。

　つまり，分配の平等の支持論は，究極的には「道徳感情」に依拠するものであること，分

配の公平は一国的に必要だという「道徳的コンセンサス」があること，再分配が〈どのくら

い〉おこなわれるべきかについてはコンセンサスがないこと，が抽出されているわけである。

　たとえば，パレート効率再分配論は，再分配が，より公平な所得分配をみるという満足

感＝「効用」を贈与者に与えるならぽ，パレート的改善が生じるとする。現実の所得移転そ
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れ自体は所得総額を増加させないが，厚生総量を増加させるからである。メンデスは，この

場合の「効用」は，人道的感情ないし愛他主義（altruism）の満足感であり，この種の再分

配の例は，慈善的拠出（charitable　contributions）　　現行の国際公共経済秩序のもとでの

再分配の方法一である。だが，この「効用」は，所得再分配の動機づけとしてさほど大き

くない。大部分の人はフリーライダー的傾向をもつ。これは，自発的拠出による現行の資金

移転方法のもとで，「世界所得再分配」が，なぜ微小なのかの理由だという。

　メンデスはさらに「実際的考察」をくわえている。二つの自己利益的な再分配支持論であ

る。一つは，実際には人道的感情と自己利益とを区別することは困難な場合があり，財産権

の執行が疑わしい時，市民闘争や革命を防ぐために貧者に与えることは，富者の自己利益で

ありうるということ，国際面では，富裕国が貧困国に与えることは，もし貧困国が従来の所

有権ルールを無視しそうなら（所有権奪取），あるいは過度の移民を供給しそうなら，富裕

国の自己利益でありうるということ，である。

　貧困は犯罪と革命の温床であるといわれる。貧困は金持ちに対する貧者の憤慨を生む。国

内の改革派や革命家が一国内の所得と富のより公平な分配を要求してきたのと同じく，国際

的な経済不平等の拡大，富裕国による「搾取」，不公平な競争，に関心をもつ貧困国もそう

する。第二次大戦後の不安定の多くは，マルクス主義諸国による分配の公平という教義的イ

デオロギーの輸出によって油を注がれた。国際的かつ国内的な経済不平等が，これらの運動

の標語だった。ポスト冷戦期にも，もし国際的な分配のより大きな公平感を貧困国に与える

諸措置がとられないならぽ，共産主義とは無関係に，諸国二間の不安定は持続するだろう。

　いま一つは，より良い債権国，より良い債務国，より秩序ある市場，より強い契約の強制

性をつくることである。それは国際経済の秩序と発展の前提条件である，という。メンデス

は，外部性（externalities）の国際面への応用のところで，貧困国の開発が先進国と世界全

体に対し正の外部効果をもつこと（世界貿易の増大），そしてそれが開発援助の正当化の一

つの論拠であること，それはまたマーシャル・プランの背後にある根底的動機であったこと，

なども指摘している。

　それでは実際的に，なぜ国際的所得再分配は微小なのか，それを妨げているものはなにか。

メンデスは二つ指摘している。一つは，国際的には分配の公平に対する道徳感情が国民国家

におけるより弱いことである。それは，個人がなお自分自身を，世界の市民としてではなく，

氏族，部族，地域の構成員として，あるいは一国の市民として考えているからである。いま

一つは，富裕国の当座の自己利益，真の財政システムをもたない国際レッセフェール経済の

もとでの富裕国の自己利益である。したがって資源移転は微々たるパレート的改善再分配に

限られている。

　しかし，とメンデスはいう。国際的な分配の公平は，究極的には重要な分野で供与国の利

益に影響を及ぼす。世界貿易，国際経済協力，平和と安全保障，地球：環境などである。「第

3世界」諸国内の所得分配の不平等がいわれるが，一人当り所得が小さいので，完全な国内

再分配をやっても人々の状態をあまり改善しないだろう。緊要なことは，LDC諸国の「パ

イ」全体を増大させるための世界資源の再分配であり，目標設定のための国際会議国民国

家に存在するのと類似の資源移転メカニズム，そして最終的にはそうした移転を強制する権

限をもつ世界機関である，と。
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　以上，所得再分配機能の国際面への応用をみてきた。国際的再分配の主要手段はODAだ

として，国際的再分配が国内再分配に比べて微小であるのはなぜかを問うという問題構成で

あり，メンデス自身は一度も福祉国家という用語を使っていな：いが，一国福祉国家を基準に

した規範論である。・所得再分配も市場の失敗から生じるとし，再分配支持論の論拠は道徳感

情と自己利益にあるとし，これを国際面にも当てはめる。だが，ここでもさぎに指摘した難

点が発生する。規範論的に国際的再分配がなぜ微小かと問う前に，国際的再分配が資本主義

的世界経済の発展の特定の時代になぜ生じたのかを問わなけれぽ，また一国福祉国家体制の

特質を問わなけれぽ，その本質がなにかもなぜ微小なのかも理解できないのではないか。メ

ンデスは他面，実際的には，国際的再分配が，革命防止と開発外部効果という二つの自己利

益的観点からおこなわれることを指摘していた。この点を世界経済の歴史的動態との関連で，

より具体的に考察すべきであろう。

　経済安定機能について。これも市場の失敗から生じるという。すなわち，高失業は市場に

よる労働と資本の非効率な配分を示唆する。生産の変動と高失業は市場の失敗を示唆する。

これは「主流の立場」である。「極端主義者」は，失業は，市場の結果である，技術ショッ

クへの市場の反応である，失業は効率的である，と考えるが，メンデスは「主流の立場」を

とる。ケインズ主義である。失業は厚生の観点からも望ましくない，という。

　経済安定の必要は，市場の調整能力の欠如から生じるとし，これを国際面に応用する。国

際レベルでは，ある一国が生産を増加すると，新規雇用労働者は追加所得をうる。この所得

の一部は輸入に支出される。その結果その国は経常収支赤字になる。一国の輸入は他国の輸

出である。したがって，各国は他国が経済を刺戟することを期待する。その結果どの国も刺

戟しない。要約すると，すべての国が景気後退のとき，どの国もリフレをしょうとしない。

すべての国が全般的リフレによって利益をうるけれども，である。そうした全般的なリフレ

は調整された行動（coordinated　action）を要する，と。

　メンデスは，「経済安定のカギは，一国的には企業と個人の，世界経済では各国政府の，

調整（coordination）である」とし，次のごとくいう。最も影響力ある「国際調整メカニズ

ム」（international　coordinating　mechanism）は，　G　7などであり，調整の主題は先進国世

界の景気循環である。途上国は外におかれる。先進国世界の国内の調整メカニズムは，一国

の全人口に影響を及ぼすマクロ経済目標をもち，普遍的である。また調整は強制的であり，

諸活動を同時化し調和させ連関させる。それに必要な機構は政府構造により与えられる。こ

れに対し国際面では，経済調整メカニズムは厳格な執行権限をもたない。その活動は協議と

コンセンサスにもとづいたグループ活動という性格が強い。それはプラザ合意によって示さ

れたように有効でありうるが，そうした最も有効な調整メカニズムは，構成国と適用範囲に

おいて普遍的とはとてもいえない。

　そして国際調整メカニズムにかかわる諸組織を考察する。「第1世界」では，OECD，

G7，サミット，　IMF，　BIS，　EMS，　GATT，　EEC，　EFTAなどである。［日

「共産主義世界」にはCOMECONがあり，1959年の憲章改正では貿易協力と国家経済計

画の調整を強調した。「第3世界」にはG77（1964年UNCTADで結成された77力国グル
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一プ，現在100自国以上）があるが，上の「第1世界」の国際的意志決定機構にはほとんど

影響力をもたない。

　国連は唯一の普遍的システムであるが，どの国連機関も経済問題についての権限をもたな

い。それらの決議は勧告力をもつにすぎない。経済社会理事会は，主要調整機関だが，諸専

門機関を共同行動させたり調和させたりする権限がない。国連憲章をつくった主要国が経済

上の決定権を与えなかったからである。西側主要国は，世銀とIMFを設立したブレトンウ

ッズで国連をかわしたのである。主要国はこの二つの機関をコントP一ルする。最大の出資

者だからである。

　IMFは，固定相場制の維持を支援するために設立されたが，この調整機能は1971年まで

で，その後は国際流動性に関するサーベイランス機能を維持することとなった。この機能は

普遍的ではなく選別的におこなわれている。国際収支難諸国の支援は，「コンディショナリ

ティ」システムでおこなわれる。それは被支援国に厳しい引締めを要求し，政治的不安定を

ひきおこす。IMFは，この困難は短期的であり，長期的利益のために必要だとする。国際

調整の観点から，この困難は，現行通貨システムのもとで国民国家間の国際収支均衡を維持

するために必要な代価の一部である，と。コンディショナリティを課される諸国に対し，I

MFは，リスケの「パッケージ」策定において政府と先進国貸付機関を調整する役割をはた

す。この役割は，世界経済における契約の強制性を支持するとともに，債権i者である先進国

を保護するためである。債務国の利益は第二義的である。

　メンデスはいう。最近の「第1世界」と「第2世界」の合併の過程は，国際二重経済をも

たらすであろうが，必要なのは，より普遍的な調整メカニズムである。調整はすべての国を

カバーすべきである。そうすればLDC諸国の景気循環問題は忘れさられない。それは，国

際経済政策と真の調整の分野における国連の強化はもとより，世銀，IMF，　GATTの拡

大と民主主義化を含む，国際制度改革をとおしてのみ実現される，と。

　以上，メンデスは，世界経済安定機能ないし国際調整メカニズムの必然性を市場の失敗と

いう市場原理一般の限界から説明し，主に国際調整メカニズムの制度的特徴を規範論的に考

察していた。しかし，世界経済安定機能はたんに市場原理一般の限界から生じたわけではな

い。それは世界経済の発展の特定の時代，すなわち，戦間期以降のことであり，全般的リフ

レに向けてのマクロ経済政策の国際調整は1970年代以降のことであって，その必然的根拠を

その特定の時代の世界経済の特質からあきらかにしなければならないのである。メンデスの

所説では，この機能ないしメカニズムの全体像はほとんどわからない。主として普遍主義の

立場から現実の諸組織の不備が指摘されるにとどまっている。

　実際，メンデスは，これまでみてきた財政3機能の国際面への応用の議論は，規範経済学

（normative　economics）の領域だったとしているから，これまで指摘した難点は無理から

ぬことだったかもしれない。しかし，この点はあとでみる歴史的考察のところでも同じなの

である。

　ところで，「市場の失敗」が政府の活動を必然にするという議論に対して，「政府の失敗」

という議論がある。メソデスは，政治過程の実証経済学（pesitive　economics），とくに公

共選択理論を考察しながら，この問題にふれている。結論部分だけ簡単にみておこう。

　公共選択学派は，民主主義政府の主要構成分子（投票者，立法者，官僚）を，古典派市場
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経済モデルの「合理的人間」と同じ仕方で行動する自己利益的存在だとみるが，公共選択に

ついての議論の結論は，民主主義的に樹立された政府でさえも「国益」（効率的かっ分配法

に望ましい結果の確保）に反応することは本来的に困難だということである。政府介入は自

動的な問題解決を与えない。民主主義それ自体は完全ではない。財政は「政府の失敗」を被

る。またそれ自身の一連の問題を生じる。しかし，かりに官僚が自己の私的動機で行動して

も，財政学や経済学の洞察が，かれらの委任権限を実行する道具や技術的ガイドラインをか

れらに与える。委任権限は，業務記述，規則，立法によって設定され，憲法の「公共の利

益」の定義にしたがうが，それはかれらが私的事項に曲折することを制限する。メンデスは，

このように政府の失敗については楽観的である。ブキャナンのよく知られるフィスカル・ポ

リシーの非対称性という議論にもふれていない。

　国際面では，公共選択は，国際組織の投票方法に一部示されるとし，国連総会や専門機関

の一国一票制，安保理の5大国の満場一致制，IMF・世銀の法人型投票制（加盟国の出資

額と割当額に従ってウエイトをつける），経済社会理事会などの混合投票制（一国一票だが

各政治・地域ブロックを代表させる）を検討し，また国際官僚の行動にもふれている。そし

て結論的には，国連には民主主義過程が存在するが，支配的なのは力であり，安保理の5大

国の権限の背後にある理論は，5大国が自己の意志を他国に強制しうるということである，

世銀や亙MFの場合には，経済的自己利益が作用している，富裕国は「多数の専制」を恐れ

ている，という。

　メンデスはまた，一国財政と国際財政の類似として，財政連邦主義（fiscal　federalism）

にも注目している。アメリカなどでは，国家政府（連邦政府）の介入は，地域社会間の経済

的不平等や地方的活動の外部性（他の地域社会に影響を及ぼすこと）にもとづいて正当化さ

れる。たとえば州や連邦によるニューヨーク市財政危機の救済である。これは国際収支赤字

に陥り世銀の「計画」と構造調整貸付を受ける諸国に類似している。ECも各国政府の上位

にあってこれに一定の経済的管轄権をもつ政体の例である。下位政治団体への国家支援の根

拠の多くは，国際財政システムのもとでの「国際財政連邦主義．（international　fiscal　fed－

eralism）形態の基礎になりうる，と。

　メンデスの国際財政学の方法は，さきにも指摘したように，財政3機能の国際色への応用

という方法であるが，財政3機能のほか「政府の失敗」や財政連邦主義も基準にされている

わけである。

v

　メソデスは，財政3機能の国際面への応用と政治過程のそれを論じたあと，国際財政の歴

史と現行パターンについて考察している。そのなかから注目される論点を検討しておこう。

　まず，国際財政の起源について。メソデスは国際公共行財政の起源を帝国主義にもとめて

いる。帝国主義の国家自己利益的なイデオロギーと実践である。帝国の確立と維持は，他の

諸国や領土を扱うために国民国家を超えて手を伸ばす広範囲な行財政システムを必要とした。

ローマ帝国，中華帝国，ロシア帝国，トルコ帝国，英帝国などである。帝国行政の主目的は，

不満を抑え反乱を鎮圧し植民地の人民と資源の経済的搾取を容易にすることによって，支配

者にとっての平和を維持することであった。植民地崩壊と独立後も，植民地時代からの持越
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しが，行政インフラ（旧帝国からの「顧問」）や物的インフラ（旧帝国が建設した道路や鉄

道）として継続し，これが二国間援助や多国間援助の一つの要素になっている。それはこん

にちの国際開発援助に残る帝国主義の痕跡である。帝国主義者は，その膨脹を「後進の」

人々を助けるという動機表現で正当化した。国連用語は，「後進」（backward）国から「低

開発」（underdeveloped）国へ，さらに「発展途上」（developing）国へ変化した。

　メンデスは，帝国主義の「国際財政」の実態を具体的にあきらかにしていないが，いずれ

にしても帝国主義を国際財政の起源とすることは疑問である。ましてP一マ帝国等々までさ

かのぼることはいわんやをやである。資本主義経済の発生期になって「近代財政」が登場し

たのである。さしあたりさかのぼるとしてもパヅクス・ブリタニカであろう。だが，国際財

政といっても，この時代には英帝国本国と植民地の間の財政関係であって，いわぽ一国内の

中央・地方の財政関係に準じるものともいえる。むろん植民地に対するのと一国内の地方に

対するのとでは財政的対処の仕方が異なるであろうが，バックス・アメリカーナの時代の主

権国家間の国際財政関係とは性格が違うとみなけれぽならない。むろん，パヅクス・ブリタ

ニカ体制の「国際」財政関係とバックス・アメリカーナ体制の国際財政関係とを比較研究す

ることは財政国際化の研究に意義があることはいうまでもないが，国際財政の起源をバック

ス・ブリタニカにもとめることは，財政国際化の特殊現代性を不明確にするのではないかと

思われる。

　さきにふれたようにメソデスは一方で，国際公共制度の登場は19世紀末に始まり第二次大

戦後以降加速したとし，それは国際民間経済が対処できない，ある種の国際公共財などの必

要性によるものであると指摘していた。またドイツ賠償問題を「国際財政の初期の形態」だ

ともしていた。この見解と帝国主義起源説とは対立する。財政国際化ないし国際財政は，帝

国主義と無関係ではないが，国際民間経済が対処できないだけでなく，帝国主義国も一国的

には対処できない，資本主義世界体制全体の問題の発生を根拠として登場するものと考えら

れるのであって，それは第一次大戦以降のこととしなければならないであろう。

　メンデスは，国際公共行財政の歴史的発展の第二の要素として，機能主義（functional－

ism）をあげている。それは国際組織についての非イデtpギー的な見方であり，任務や目

的，そして究極的には政治領域外の人間的ニーズの観点からの見方である。実際的には，機

能主義は経済社会分野における国際協力のための処方箋である。行政的には政治的アプロー

チではなく「技術官僚的」アプローチといえる。機能主義の最初の事例は，万国電信連合

（1865年）と万国郵便連合（1878年）である。戦間期には国際連盟が設立された。総会，評

議会，事務局が中心機関だが，このほか二つのカテゴリーの補助機関，すなわち法・政治的

性格の機関（常設国際司法裁判所と常設委任統治委員会）と技術的な経済・社会的性格の機

関（経済・金融機構，通信・輸送機構，保健機構，知的協力機構）をもつ広範囲な構造であ

った。後者は国際連盟の事業の機能主義的側面を示していた。それはのちに国連の専門機関

として設立される機能主義的組織の萌芽であった。9LO（1919年）も国際問題における機

能主義の事例である。

　機能主義は，情報関係の国際組織の形成から始まったところがらみられるように，資本主

義的世界経済の基礎的国際インフラの整備という側面をもつものであり，国際財政の一つの

問題領域の萌芽を意味するものといえるであろう。国際連盟は，さきに指摘した資本主義世
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界体制全体の問題一主要国といえども一国的に処理できない問題一の発生を根拠として

設立されたものと考えられるのであって，限界はあったが，国際財政の主要な問題領域をな

す。しかし，メンデスは，国際連盟の財政や賠償問題との関連についてはふれていない。

　メンデスはさらに，第二次大戦以降の国際公共行財政を，ブレトンウッズ諸組織，二国間

主義，国連，諸地域開発銀行，について考察したあと，現行の国際財政パターンは，多様な

制度と資金フローの混合体だが，過去から発展してきた三つの主要要素を反映しているとし，

①二国間主義（bilateralism），②「ブレトンウッズ・アブPt　一チ」，③「国連アブ・一チ」

を抽出している。これは資金フn一の大きい順である。この三つのほか，④地域国際組織

（EC，　ASEANなど多数），⑤地域軍事同盟と軍備市場（開発・厚生と競合する国際公

共支出を含む）も抽出しているが，指摘のみである。

　二国間主義は，大部分は経済的・政治的に自己利益的であり，一部道徳発動機によるもの

であるという。それは世界戦争の諸結果のうちにみられる。賠償原理，冷戦戦術，マーシャ

ル。プランである。

　賠償原理は資格にもとつく再分配要求の一例であるという。第一次大戦後の賠償問題は，

限られてはいるが，国際財政の初期の形態である。第二次大戦後，アジアでは賠償問題が日

本との平和条約交渉で中心問題の一つであった。日本の賠償は，しだいに近隣諸国への広範

囲な二国間援助の取決めに変形していった。旧植民地諸国は広義の賠償概念を提起した。自

分たちの問題の多くは旧宗主国による搾取と奴隷状態によるものであるという主張である。

旧宗主国はこれを公式には認めなかったが，援助供与の一要因となってきた。

　二国間援助の開始の最大の力は冷戦であった。アメリカとその連合国は，共産主義の潮流

を止め後退させるためには脅迫されている諸国の経済状態を改善することが必要だと考えた。

ソ連も西側との競争で二国間援助を与えた。マーシャル・プランはこれまで一国により賄わ

れた最大の二国間援助計画である。アメリカはGNPの2％を費やした。それは「バックス

・アメリカーナの開始」（C．L．Mee）と呼ばれるものであった。二国間援助の主な欠点は，

①タイドであること，②供与国間に調整がないこと，③多くはプロジェクト傾斜で現物形態

であり外国為替形態でないこと，④政治的動機，⑤不確実（供与国の議会の歳出承認を受け

る），⑥受入国側の劣等感，にあるという。

　ブレトンウッズ・アプローチは，IMF，世銀，　GATTであるが，寡町制的法人型権i力

構造と自由主義的イデオロギーにより支配された，貿易・通貨・開発への多国間アプローチ

だという。ブレトンウッズ型制度の多国間援助について，世銀やIDAなどの欠点は，①貸

付市場の限定，②ソフト・ローンが自発的拠出によること，③プPジェクト貸付，④ウエイ

ト投票制，であり，IMFの欠点は，①国際収支問題解決に有効ではなかったこと（支援量

が小さい），②経済安定化機能もはたせないこと，③国際流動性維持ないし増加（SDR）

では富裕国を助けたこと，にある。全体として，普遍性，無差別性，民主主義的意志決定過

程を欠いている。

　国連アプローチは，普遍性，貧困軽減，分配の公平という概念にもとつくシステムにより，

LDC諸国に手をさし伸べる試みだという。国連は貧困国への無条件援助の概念を発展させ

た。国連通常予算で賄われる通常技術援助計画（1948年）は多国間援助概念の発展であった。

しかし規模は小さい。国連開発計画（UNDP）は現在，国連最大の多国間援助計画である
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が，財源が自発的拠出によるものであり，援助水準は世銀や互MFよりかなり小さいし，そ

の活動は技術援助と「投資前」活動に限られており，資本投資はUNDPが管理する国連資

本投資基金（UNCDF）で賄われる。これまた規模が小さい。既存メカニズムの対応能力

の欠如のなかで，新基金がつぎはぎ細工のように次々と設立されてきた。国連人口問題基金，

国連ボランティア，国連環境計画，国連定住センターなどである。いずれも自発的拠出によ

る。

　国連システムは，国際機関の一群だが，そのなかに「国際政府」の萌芽がみられるという。

平和維持（安保理，総会，事務局），司法（国際司法裁判所，国連平和維持機関），立法（安

保理，総会，専門機関く個別事項〉），技術諸省庁（専門機関ほか），中央銀行（IMF），公

正取引（GATT）という類似である。このように，現行の国際公共行財政は「世界政府」

の諸属性を含んでいるが，いろいろの点で不備である。各国主権原理による制限，課税権の

制限，資金動員方法における「自動性」の欠如，などである。

　メソデスは，国際公共行財政の歴史的考察をおこない，帝国主義，機能主義，二国間主義，

ブレトンウッズ・アプローチ，国連アブn一チ，地域国際組織，地域軍事同盟などの要素を

抽出し，このうち二国間主義，ブレトンウッズ・アプローチ，国連アプローチを現行国際財

政の3主要要素としたのであるが，これら諸要素の相互関係や国際財政全体におけるそれぞ

れの位置づけが明確とはいえない。また，歴史的考察と整理において，さきの財政3機能の

国際面への応用という方法も生かされていない。たとえぽ，国家の第一の義務である国防の

国際面への応用という方法からすれぽ，NATOなど地域軍事同盟の位置づけは重要なはず

であろうが，歴史的考察の対象から外されている。メンデスの歴史的考察は平板なものにと

どまっている。また，「普遍性は国民的民主主義政府の規範（norm）である」という命題を

基準に，この規範を国際面に応用し，普遍主義の立場から，現行制度の限界を指摘するとい

う傾向が強い。国際財政は，資本主義的世界経済の発展と関連して，その特定の時代に歴史

的に登場し展開してきたのであるが，その歴史的に生成し展開する全体像が明確になってい

ないのである。

　さて最後に，一応のまとめとして，国際財政学の課題と方法について，若干の考察をして

おきたい。

　ところで，国際財政学の課題と方法を考えるとしても，当然のことながらその前提として，

財政学の方法についてふれないわけにはいかないであろう。そこでまず，財政学の方法につ

いて，武田隆夫の所説を参照しエ1），これを手がかりにして，メンデスの国際財政学の方法を

検討することにしよう。

　武田によれぽ，財政学ないし財政学者が現実の財政を扱う場合の仕方は，「一定の基準な

いし尺度→それと現実とのズレの確認→その評価」というものである。その場合の基準の内

容は，国民経済の発展とか，国民生活の向上とか，景気変動の平準化とか，租税負担の公平

とか，等々である。財政学の古典は，そうした仕方の原型である。スミスの基準は，自然的

自由の制度であり，そこから導きだされた主権者の三つの義務とか租税4原則とかであった。

ワグナーの基準は，いわぽ政策的介入の制度であり，国家による生産の促進と分配の調整で
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あった。かれらの財政論の主内容は，このような基準によりながら，一方では国家にいかな

る財政活動をなすべきか，またなすべからざるかを指示すること，他方では国家が現におこ

ないつつある財政活動を批判すること，であった。

　だが，問題は，かれらの基準がいかなる意味で基準たりえているのかにある。かれらはか

れらの基準の正しさを，かれらの眼前にある資本主義を絶対化しつつその運動法則をあきら

かにし，それとの関連で，証明しようとしているが，ある国のある時代の資本主義を絶対化

して，それだけが社会的生産＝再生産の正しいあり方だとし，そこから自己の基準の正しさ

を導きだすというやり方は，なんら証明になっていない。かれらの所説がある時代ある国で

広く受け入れられ支配的地位を占めたのは，それの基準が，当該資本主義の国家ないし財政

にたいする基本的な要求を的確に反映していたからである。かれらの基準は，それが絶対的

に正しいという意味においてではなく，「ある時代ある国の資本主義の国家ないし財政にた

いする基本的要求」を代表するものだという意味において，基準たりえていたのである。か

れらの所論は財政についてのイデオロギーないし財政思想である。

　それでは武田の財政学の積極的内容はなにか。それは，それぞれの財政思想の，もしくは

その中核をなしている一定の基準の，必然的根拠と，必然的限界をあきらかにすることがで

きるような内容と性格をもつものである。ある時代ないしある段階にある一定の基準が普遍

的に正しいかのようにみなされ，現実の財政もそれにできるだけ合致するように運営されて

いることには，一定の必然的根拠があるはずであり，必然的限界があるはずである。財政お

よび財政思想の必然的根拠は，資本主義の発展段階の相違にもとめられるべきである。財政

学は，資本主義財政を段階論的に考察してその必然的根拠をあきらかにするものでなければ

ならない。

　さて，以上が財政学の方法に関する武田の所説であるが，これに照らしてメンデスの方法

について検討すると，次のようなことがいえるであろう。

　第一に，メンデスは，財政3機能を「基準ないし尺度」として，これを国際面に応用する

という方法をとっているが，そうだとすれぽまず，この財政3機能はいかなる意味で基準た

りえているのか，またその必然的根拠と限界はなにか，などが問題にならざるをえない。

　財政3機能論は，マスグレイブによって集大成された国家機能論であり，1960年代以降の

財政学教科書に広く採用され，支配的地位を占めてきている12）。それは，シェーマティッシ

ュにいえぽ，スミスの財政論（資源配分機能），ワグナーの財政論（所得再分配機能），ケイ

ンズの財政論（経済安定機能）の集大成，いいかえれば，資本主義の各発展段階に支配的な

地位をもった財政論の集大成にほかならない。そしてこの集大成は，第一次大戦以降，とく

に第二次大戦以降の現代資本主義の「要求」を反映したものであり，またそこに必然的根拠

ももとめられる。すなわち，現代資本主義は，どの資本主義でも必要な国家機能を必要とす

るとともに，くわえて福祉国家化と，生産力的には「フォーディズム」の発展とにともなっ

て，所得再分配や経済安定といった国家機能をも必要とするようになった資本主義であり，

マスグレイブの財政3機三論はそういう現代資本主義に必然的根拠をもち，その要求を代表

するものであったから，財政学の世界で支配的地位をえたと考えられる。

　したがって，この財政3機能を基準にするにしても，このことをふまえておこなわなけれ

ぽならないのであって，どの時代どの国の資本主義にも普遍的に妥当する絶対的基準として
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はならないであろう。財政3機能を市場原理一般の「市場の失敗」から説明することは，こ

のことを不明確にするものである。すでに各所でふれてきたように，メンデスはそうした説

明をしていたのであり，財政国際化そのものの必然性も市場の失敗にもとめていた。だが，

それでは財政国際化の特殊現代性を理解することはできないであろう。

　財政3機能のうち資源配分機能は，多かれ少なかれどの時代どの国の資本主義にも存在す

るとしても，やはりその態様は各段階において違いがあるし，まして所得再分配機能や経済

安定機能は，国内的にも国際的にも資本主義発展の特定の時代に登場したのであって，その

特定の時代の資本主義のあり方と関連させて考察しなければならないのである。

　どの時代どの国の資本主義にも存在する，国家の第一の義務としての国防にしても，戦間

期を境に，「帝国主義国家相互を仮想敵とする軍事費」から「資本主義諸国連合対戦会主義

諸国連合の対立のための軍事費」へと変化し13），さらにその性格は「冷戦後」世界において，

湾岸戦争に象徴されるように，変化している。「軍事費の国際的分担により福祉国家的体制

の安定を図るという仕組み」14）が，現代資本主義の要求となったのである。また，国際的所

得再分配は，資本主義的世界体制が世界戦争や南北問題によって不安定化し，その維持・安

定策が必要になって登場したのであって15），たんに道徳感情や自己利益といった抽象的一般

論で理解できるものではないであろう。林健久は次のように指摘している。「資本主義に本

来的でないところの所得の再分配を基礎とする福祉国家の衣を纏っていることが，国際的な

協調による国際的な経済成長・安定からひいては国際的な援助までもを受容させる根拠にな

っていると思われる」。「福祉国家統合の理念が所得の再分配だとすると，第一義的にそれが

国内に適用されるのは当然としても，国際的にそれが拡大適用されることは原理的に避けが

たいだろう。もっとも実際には，援助はそのような原理的問題ではなく，福祉国家を中心と

して形成されている世界の現状を維持し安定させるという目的にかなうかぎりにおいて，行

われるものであろう」16）と。

　世界経済安定機能にしても，たんに市場の失敗から生じたわけではなく，世界戦争の衝撃

やアメリカ型生産力の発展によって資本主義的世界経済の自律性が減衰したことや福祉国家

化したことに必然的根拠がもとめられるのであり，1970年代以降は，バックス・アメリカー

ナの崩壊（アメリカ型生産力の行き詰まりやME革命の進展を基底にした世界経済の構造的

不安定化）に必然的根拠をもとめなけれぽならないのである。

　財政3機能論は，パレート最適と市場の失敗，パレート最適再分配，ケインズ主義など多

くの基準ないし尺度によって支えられており，またメンデスは政府の失敗や財政連邦主義と

いった基準ももちいている。当然，これらの基準についても吟味が必要であることはいうま

でもないが，さしあたりここではメンデスが事実上もちいているもう一つの基準，すなわち

普遍主義についてふれておくにとどめておこう。メンデスはそれを一つの基準ないし尺度と

して現実の国際財政のあり方をみて，そのズレを確認し，普遍主義的な方向への国際制度改

革を提言するというやり方をとっている。「世界政府」主義といってもよいであろう。「普遍

性は国民的民主主義政府の規範である」，つまり国民的民主主義政府はその市民すべてに奉

仕するという理念をもつ。国際面で，こうした普遍性に最もちかい制度は国連システムであ

る。普遍主義を基準にして，現実の二国間主義やブレトンウッズ体制の限界を指摘し，さら

には現実の国連システムそれ自体の限界をも指摘し，あるべき姿をさし示すというやり方で
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ある。だが，この基準は絶対的に正しい基準なのであろうか。

　たしかに主権国民国家体系が多くの面で限界をみせていることはあきらかである。そもそ

も国家主権の根幹をなす財政が国際化することそのものがその現われだといっていい。だが

問題は，普遍主義という基準で現実の国際財政のズレを確認しあるべき姿をさし示すことで

はなく，まず財政国際化という歴史的現実の必然的根拠を，したがってまた普遍主義なり

「世界政府」主義なりの必然的根拠と限界を，資本主義的世界経済の歴史的動態からあきら

かにすることであろう。そうしてはじめて主権国民国家体系の限界も根本においてあきらか

になるのではなかろうか。

　第二に，財政学は，資本主義財政を段階論的に考察してその必然的根拠をあきらかにする

ものでなければならない，というのが武田の財政学の方法であったが，むろんメンデスの歴

史的考察はこれとは異なる。メンデスは，国際財政の歴史的考察から，帝国主義，機能主義，

二国間主義，ブレトンウッズ・アプローチ，国連アプローチ，地域国際組織，地域軍事同盟

といった諸要素を抽出する〈方法〉をとっている。むろんそうした要素抽出や分類が無意味

なわけではないが，それらの相互関係や内的紐帯が，資本主義的世界経済の歴史的動態と関

連づけて，考察されていないために，財政国際化の必然的根拠や全体像が明確になっていな

い。武田のような方法が必要だといわなけれぽならない。

　武田の方法にしたがえば，財政国際化現象を段階論的に考察しその必然的根拠をあきらか

にすることが，国際財政学の方法ということになろう。この場合，段階論とは，宇野弘蔵の

段階論のことであることはいうまでもない。ところが，宇野の段階論は，第一一次世界大戦ま

での資本主義の世界史的発展を，「典型」国の蓄積様式と経済政策（とくに対外政策）に即

して，解明するものであって，財政国際化現象が登場する第一次大戦以降は対象外となって

いる。第一次大戦以降の資本主義は「社会主義に対立する資本主義」として「世界経済論と

しての現状分析」の対象とされているのである17）。

　だが，この宇野の段階論は，社会主義が事実上崩壊し，バックス・アメリカーナも崩壊過

程にある，こんにちからみれば，見直しが必要になっている。どのように見直すのか議論が

始まったところであるが，社会主義とアメリカの位置づけが焦点となるのではないかと思わ

れる。ロシア革命以降の社会主義の一国的成立と世界的拡大は資本主義から社会主義への世

界史的移行の過渡期と考えられたのであるが，こんにちからみれば，社会主義の一国的成立

と世界的拡大は，一時的現象であったことになり，資本主義はその外に社会主義という反資

本主義体制を一時的に生みだしたが，それを崩壊させ再び自己の内部に包摂しつつあること

になる。アメリカはその間，「指導的先進国」として資本主義世界の発展を主導し反資本主

義体制に対抗した。そしてその負担もあって経済的に指導性・主導性を失っていったが，資

本主義世界体制それ自体は反資本主義体制をつき崩しつつ生き延びたのである。いわぽ「社

会主義に対抗した資本主義」である。この現代世界史を段階論的にどうとらえるかという問

題である。

　しかしいずれにしても財政国際化現象は，こうした資本主義発展の特有の段階に登場し進

展したのである。それは，資本主義世界体制の維持・安定を困難にし，資本主義各国が国際

的に共同して対処しなけれぽならない問題一主要国といえども一国的には対処できない問

題一の発生を根拠にして出現した。世界戦争，資本主義的世界経済の自律性喪失，反資本
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主義体制の登場，南北問題，資本主義的世界経済の構造的不安定化，こういう問題への国際

的対処，これがこの段階の資本主義の一つの「要求」だったのである。その場含，財政国際

化は，各国の世界体制維持コストの分担という面と，基軸国アメリカの世界体制維持コスト

の負担という面との，二面で進展したが，資本主義的世界経済の歴史的動態を反映して，ア

メリカが基軸国である問は後者が前面に，アメリカが基軸性を失うにつれて前者が前面にで

る，という変化をともなっていた。世界体制維持コストは，メンデスのように財政3機能を

応用すると，共同防衛ないし世界治安維持（資源配分），世界経済安定（経済安定），南北問

題（所得再分配）の三つの領域に配置される世界体制維持装置（組織と政策）のコストとい

うことになる。「国際公共財」とはこの世界体制維持装置のことにほかならない。

　メンデスは次のようにいう。「最近の諸事態は，現在のトレンドに秩序を与えるために国

際財政の一般理論が開発されるべき毅階に進んできた」。「現在の多様な国際制度のつぎはぎ

細工に秩序を与え，その運営を強化ないし修正し，それらの活動を体系的なグローバルな枠

組みのなかで調整する必要がある」と。だが，メンデスは，このトレンドそのものの全体像

を明確にしえていない。国際財政学の課題は，まずもって過去から現在までの財政国際化の

トレンドを資本主義的世界経済の歴史的動態に根拠づけ解明することにあるのではなかろう

か。より具体的には，財政国際化が，各国の世界体制維持コストの分担という面と，基軸国

アメリカの世界体制維持コストの負担という面の，二面で進展したとすれぽ，国際財政学の

研究の焦点は，さしあたり，一つには，基軸国アメリカを中心とした国際財政関係の展開の

全体像の究明，いま一つには，その全体像のなかでの日本財政の被規定性と規定性（財政国

際化）の究明18），の二つの領域にあるのではないかと考えられる。

11）　武田隆夫「財政学の方法についての一覚書　　財政学における『基準』または『尺度』につい

　て」（同『財政と財政学』東京大学出版会，1985年，所収，初出は，井藤半弥博士守宮記念論文

　編集委員平編『財政学の基本問題』千倉書房，1960年，所収）。

12）池田浩太郎「資本主義の発展と財政学説」（大川政三・池田浩太郎編『新財政論』有斐閣，

　1986年，所収），30～31ページ。

13）林健久『福祉国家の財政学』（有斐閣，1992年），12ページ。

14）　同，24ページ。

15）　メンデスは，すでにみたように，第一次大戦後の賠償問題を「国際財政の初期の形態」だとし

　ていたが，それは賠償原理が資格（entitlement）にもとつく再分配要求の一例だとする観点か

　らである。これにしたがえぽ賠償は国際的再分配の一種ということになる。ところで，加藤栄一

　は，第一次大戦後の賠償・戦債問題について次のように述べている。「賠償・戦債問題とは，端

　的にいえば，戦争の費用と，戦争を契機に発生した資本主義の体制的危機を抑制するための費用

　とを，どこの国が担うかというあらそいであった」（加藤栄一「賠償・戦債問題」宇野弘蔵監修

　　『講座帝国主義の研究2世界経済』青木書店，1975年，16～17ページ）。つまり「世界資本主義

　の戦後処理費・＝ma後危機脱出費」ないし「資本主義体制維持のための政治的費用」の負担問題で

　ある，と。この世界体制維持コストを敗戦国ドイツに賠償支払というかたちで負担させようとし

　たことが問題の発端であった。それはいいかえれば帝国主義的な国際的再分配という形態をとつ

　た世界体制維持コストの負担問題であり，その意味で国際財政の初期の形態だったといってよい

　であろう。

16）　林，前掲書，24～25，26ページ。
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17）宇野弘蔵『経済政策論（改訂版）』（弘文堂，1971年），267ページ。

18）　日本の財政国際化については，さしあたり，拙稿「昭和46～48年の財政政策一『財政国際

　化』視角からの再検討　　」（『信州大学教養部紀要』第23号，1989年，所収），同「昭和52～53
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